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他制度との併用について 

授業料減免制度の適用者が，給費生入学試験または芸術特待生入学試験に合格した場合の減免額の扱いは以下

のとおりとなります（下記初年度納付額表参照）。 

 

 授業料減免制度 

50％免除相当対象者 

授業料減免制度 

25％免除相当対象者 

給費生入学試験 合格 給費生の減免額が適用されます。 

【音楽・美術】授業料50％免除＋教育充実費全額免除 

 

【地域社会】 授業料＋教育充実費全額免除 

 

 

初年度納付額 音楽 823,960円 

美術 673,960円 

初年度納付額 社会 223,960円 

芸術特待生入学試験  合格

［SA特待生］ 

芸術特待生［SA特待生］の減免額が適用されます。 

入学料＋授業料＋教育充実費全額免除 

 

初年度納付額 音楽  23,960円 

美術  23,960円 

芸術特待生入学試験  合格

［AA特待生］ 

芸術特待生［AA特待生］の減免額が適用されます。 

入学料＋授業料全額免除 

 

初年度納付額 音楽 323,960円 

美術 323,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［A特待生］ 

芸術特待生［A特待生］の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料 50％免除 
 

初年度納付額 音楽 923,960円 

美術 773,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［B特待生］ 

入学料全額免除 

＋授業料 25％免除 

芸術特待生［B特待生］の減免額と授業料減免

制度の一部の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料50％免除 

初年度納付額 音楽   923,960円 

美術   773,960円 

芸術特待生［B特待生］の減免額が適用さ

れます。 

入学料全額免除＋授業料25％免除 

初年度納付額 音楽 1,223,960円 

美術   998,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［C特待生］ 

入学料全額免除 

芸術特待生［C特待生］の減免額と授業料減免

制度の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料50％免除 

初年度納付額 音楽 923,960円 

美術 773,960円 

芸術特待生［C特待生］の減免額と授業料減

免制度の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料25％免除 

初年度納付額 音楽 1,223,960円 

美術   998,960円 
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【音楽・美術】授業料50％免除＋教育充実費全額免除 

 

【地域社会】 授業料＋教育充実費全額免除 

 

 

初年度納付額 音楽 823,960円 

美術 673,960円 

初年度納付額 社会 223,960円 

芸術特待生入学試験  合格

［SA特待生］ 

芸術特待生［SA特待生］の減免額が適用されます。 

入学料＋授業料＋教育充実費全額免除 

 

初年度納付額 音楽  23,960円 

美術  23,960円 

芸術特待生入学試験  合格

［AA特待生］ 

芸術特待生［AA特待生］の減免額が適用されます。 

入学料＋授業料全額免除 

 

初年度納付額 音楽 323,960円 

美術 323,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［A特待生］ 

芸術特待生［A特待生］の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料 50％免除 
 

初年度納付額 音楽 923,960円 

美術 773,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［B特待生］ 

入学料全額免除 

＋授業料 25％免除 

芸術特待生［B特待生］の減免額と授業料減免

制度の一部の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料一部免除 

初年度納付額 音楽 1,123,960円 

美術   973,960円 

芸術特待生［B特待生］の減免額が適用さ

れます。 

入学料全額免除＋授業料25％免除 

初年度納付額 音楽 1,223,960円 

美術   998,960円 

芸術特待生入学試験 合格 

［C特待生］ 

入学料全額免除 

芸術特待生［C特待生］の減免額と授業料減免

制度の一部の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料一部免除 

初年度納付額 音楽 1,123,960円 

美術   973,960円 

芸術特待生［C特待生］の減免額と授業料減

免制度の一部の減免額が適用されます。 

入学料全額免除＋授業料一部免除 

初年度納付額 音楽 1,423,960円 

美術 1,118,960円 

 

訂正後 


